
横浜消防出初式 2027 実施に係る共同事業先候補者特定に係る提案書評価基準 

 

１ 評価基準について 

  表１の評価項目及び重みづけのもと、評価を行います。 

  各評価項目の評価の視点は表２及び表３のとおりとします。 

 

表１ 基本的評価事項 

評価項目 配点 評価 加重倍率 評価点 

業務実績 １ 業務実績 ５ A B C   

 

実施方針等 

２ 実施方針の理解度 ５ A B C   

３ 効率的な実施体制 ５ A B C   

４ 実施計画 ５ A B C   

提案内容 

５ 提案内容の妥当性・実現性 ５ A B C （×２）  

６ 提案内容の独自性 

（強みを活かした提案） 
５ A B C （×３）  

 

 

実施手法 

７ 来場者に対する配慮 ５ A B C （×２）  

８ 運営手法の妥当性 ５ A B C （×２）  

９ 広報・宣伝計画 ５ A B C （×２）  

 

 

 

その他 

10 取組意欲 ５ A B C （×２）  

11 トラブル等への対応 ５ A B C   

12 市内経済の発展・振興策（回遊性） ５ A B C   

13 企業としての取組※ ５ A B   

合計点（100 点満点） 
 

※ Ｃ評価は設けず、加点のみの項目 

２ 評価方法 

（１）各評価項目について、Ａ、Ｂ、Ｃの３段階評価を行うことを標準とする。 

（２）評価は各項目５点満点とし、Ａ＝５点、Ｂ＝３点、Ｃ＝０点とする。 

（３）Ｃ評価のあるものは原則として選定しない。 

 

別紙２ 



表２ 評価の視点 

評価項目 評価の着目点 
評価 

Ａ Ｂ Ｃ 

業務実績 １ 業務実績 
類似のイベントを運営
し、出初式を効率的に運
営することが可能か 

運営は十分可
能である 

ＡＣに該当しな い 
運営の実績がな
い 

実施方針等 

２ 実施方針の

理解度 

当局が示している方針

を理解し、企画書を作成

しているか 

内容を理解し、
強みを活かし
た企画書を作
成している 

ＡＣに該当しな い 

方針が理解でき
ておらず、企画書
に反映されてい
ない 

３ 効率的な実施
体制 

効率的な実施体制を構

築し、実現性はあるか 
効率的で、実現
性がある ＡＣに該当しな い 

非効率的で、実
現性がない 

４ 実施計画 

実施概要を理解し、適

切な計画が立てられて

いるか 

実施概要を十
分理解し、適切
な計画が立て
られている 

ＡＣに該当しな い 
実施概要を理解
しておらず計画
も適切でない 

提案内容 

５ 提案内容の妥当

性・実現性 

提案した内容は妥当で

、実現性はあるか 

提案内容は妥
当で、実現性が
ある 

ＡＣに該当しな い 
内容は妥当性がなく
、実現性に乏しい 

６ 提案者の独自
性 

強みを活かした提案に

なっているか 

強みを活かし
た提案になっ
ている 

ＡＣに該当しな い 
提案に独自性がな
い 

実施手法 

７ 来場者に対す

る配慮 

社会情勢等を考慮して

、多くの来場者が安全

に観覧できる工夫がさ

れているか 

十分工夫されてい
る ＡＣに該当しな い 工夫されていない 

８ 運営手法の妥
当性 

必要経費の調達方法、

資金管理、収支予算等

の運営手法が適切かつ

妥当なものであるか 

運営手法が適切
で妥当性が高い ＡＣに該当しな い 

運営手法が不適切
で妥当性が低い 

９ 広報・宣伝計
画 

社会情勢等に配慮した

事前広報及び、多くの

市民の方に認知してい

ただける広報が計画さ

れているか 

優れた計画であ
る ＡＣに該当しな い 計画に難がある 

その他 

10 取組意欲 業務に意欲があるか 意欲が十分ある ＡＣに該当しな い 意欲がない 

11 トラブルへの 

対応 

会場での進行運営等の

トラブルに迅速・的確

に対応することが可能

か 

対応は十分に
可能である ＡＣに該当しな い 

対応は十分でな
い 

12 市内経済の発
展・振興策（回
遊性） 

市内経済発展に向けた

考え方が妥当であるか 

考え方が妥当
であり、計画を
盛り込んでい
る 

ＡＣに該当しな い 

考え方に妥当性
がなく計画も盛
り込まれていな
い。 

13 企業として
の取組 

表３の各評価項目に該

当しているか 
３項目以上に
適合している 

１項目又は２項
目に適合してい
る 

 



表３ 評価の視点（企業としての取組） 

 

評価取組 評価項目 

ワーク・ライフ・バラン
スに関する取組 

次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の制定（従業員101人
以上の場合は義務） 

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画

の制定（従業員 101 人以上の場合は義務） 

次世代育成支援対策推進法に基づく認定（くるみんマーク）の取得 

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定（えるぼし）の

取得 

青少年の雇用の促進等に関する法律に基づくユースエール認定の取得 

よこはまグッドバランス企業認定の取得 

障害者雇用に関する取組 障害者雇用促進法に基づく法定雇用率 2.5%の達成 

健康経営に関する取組 
健康経営銘柄、健康経営優良法人（大規模法人・中小規模法人）の取得、又

は、横浜健康経営認証の AAA クラス若しくは AAクラスの認証 

 

 


